
一般社団法人　Club Olé



隠れ家サッカースクールOlé ご紹介
個の育成に特化した、テクニック指導

「自分で」がキーワード、上手くなりたいを引き出す

定期的に行われる試合の中で、上達を試す！

サッカー以外の心を豊かにするイベントも！

初めてでも大丈夫、やった分だけ上達します！

やらされてやるんじゃ意味がない！自分で努力する厳しさを身につけよ
う！

別なチームに所属していても参加可能！他チームやスクールと力試し！
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無料体
験 レッスン 

受付中 

＜二本松校＞
開催曜日：月・火曜日

開催時間：低学年クラス　月・火17:30～18:50　
　　　　　高学年クラス　月・火19:00～20:30

開催会場：二本松市福祉センター体育館
　　　　　二本松市城山総合グランド（5月～）※冬期は変更になります

＜本宮校＞

開催曜日：金曜日

開催時間：低学年クラス　17:30～18:50　
　　　　　高学年クラス　19:00～20:30

開催会場：本宮総合体育館
　　　　　神座運動場（5月～）※冬期は変更になります

＜対象＞　小学１年生～６年生
＜入会金＞5,000円（オリジナルプラクティスシャツプレゼント！
＜年会費＞5,000円（保険料込み）
＜月会費＞
　低学年  基本クラス週２回  4,950円　高学年　基本クラス週２回  5,500円
　　　　  週１クラス週１回  3,850円　　　　　週１クラス週１回  4,400円
　　　　  通い放題　　　　  5,500円　　　　　通い放題　　　　  6,600円
　　　　      （他会場および月１回開催予定のゲーム会も含む）　
※本人の希望およびコーチの判断によって、低学年でも高学年クラス在籍、
     または高学年でも低学年クラス在籍も可能です。

＜兄弟割引＞
　兄弟２人目は入会金無料、３人目は入会金・月会費無料になります。
＜トレーニングウェア＞
　各自の持っているもので構いません。
　入会時にシャツ１枚はプレゼントになります。

＜会費＞

自分から
が

キーワー
ド

もっと
うまく

なりたい！

徹底した
個の育成

　　ジュニアサッカースクール
（小学生）　のご紹介
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無料体
験 レッスン 

受付中 

＜会費＞
徹底した
個の育成

　　幼児サッカースクール
       （未就学児）　のご紹介

＜二本松校＞

開催曜日：土曜日
開催時間：16:00～17:00
開催会場：安達ケ原ふるさと村河川敷広場
※冬期は時間・会場共に変更になります

＜対象＞３歳〜未就学児
＜年会費＞3,000円（保険料込み）
＜月会費＞
　幼児　１回　８２５円（税込み）　
※本人の希望およびコーチの判断によって、幼児でも小学生クラス在
籍も可能です。
＜兄弟割引＞
　兄弟２人目は年会費無料、
　３人目は年会費・月会費無料になります。
＜トレーニングウェア＞
　各自の持っているもので構いません。

＜会費＞
サッカー

を
はじめよう！

天然芝の
グランド！
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★月会費の支払いはどうするの？
　毎月末に当月分の会費を、お支払いいただきます。
　支払い方法は①クレジットカード②コンビニ払い③現金払いよりお選びいただけます。

★月のスケジュールは？
　スケジュールは連絡アプリ『スグラム』のカレンダーにてご確認ください。
　なお、開催は原則月４回（8月・12月・3月は月３回）となり、
　5週ある月は5回目分が休みになります。年間スケジュールをご確認ください。

★お休みしたい時の連絡は？
　スクール活動に関わる諸連絡（スケジュール・イベント開催等）は、『スグラム』という連　
絡用アプリを使用します。入会後にお渡しする案内に従って、登録してください。
　また、各回お休みのご連絡は必要ありません。振替の際のみ一報を頂ければと思います。

★お休みした分はどうなるの？
　小学生クラスは他クラス受講の振替にてご消化ください。
　原則お休みの日の前後６ヶ月以内に消化をお願いします。
　お休みが４回溜まった時点で次月会費が無料になりますので、お申し出ください。
　（お休み分を利用して他クラスへのチャレンジも大歓迎です。ご相談ください）

★雨でも練習するの？
　雨天時も屋内会場は通常通り開催です。
　屋外会場も少々の雨であれば開催しますが、雨があまりにも強い際や、雷、積雪等は中止の　
場合もございます。中止の際は２時間前に判断後、スグラムにて連絡致します。

★長期（1か月以上）休みたいときは？
　休会になりますので、２週間前までに連絡ください。休会中会費はかかりません。

★スクール中にケガをしてしまった際は？
　スクールで応急処置は致しますが、その後の対応は保護者の方にお願いします。
　また、病院に通った際は保険が適用になりますので、事務局までご連絡ください。

★曜日を変更したいときは？
　曜日、会場共にいつでも変更可能です、週回数も月ごとに変更できますのでスグラムにて　
ご連絡ください。

【個人情報の取り扱いについて】
　一般社団法人ClubOleではご提供いただいた個人情報について、下記のように使用させていただきます。
　　①スクール事業における会員管理、案内の発送、緊急連絡や情報のお知らせなどのために使用いたします
　　②スクールにおける保険加入のために使用いたします
　　③その他、スポーツイベントのご案内、商品のお知らせ、クラブのお知らせ、PR・調査などに使用いたし  
           ます
　　④スクール中に撮影された写真や動画が、広報のため各メディア等で掲載されることがあります

Q＆A
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第1条　名称・所在地　　　
当スクールは、一般社団法人ClubOléが運営管理している隠れ家サッカースクールOlé(以下スクールという）と称し、事務局を福島県本
宮市内に置く。（以下会員とは、サッカースクールに入会しているスクール生にあたります）

第２条　 趣　　　旨     　
本スクールは、幼児からジュニア年代までの個人の成長に合わせた指導による少年少女たちの健全な育成と、運動能力の可能性を高めて
いくことを本クラブの目的とする。また、サッカーを生涯スポーツととらえ、地域に根差したスポーツ文化の発展・活性化への寄与を目
的とする。

第３条　 構　　　成     　
本スクールは、幼児（3歳～）・小学生の各年代の会員により構成される。

第４条　入会資格・手続　　
本スクールに入会できる者は、心身ともに健康であり、保護者も本規約に準ずることを承諾し、本スクールが入会に適すると認めた者と
する。入会許可者は、所定の会員申込書に記入捺印、提出し、所定の方法で入会諸費用を納めることとする。

第５条　活 動 期 間       
本スクールの活動期間は、原則として、毎年４月１日から翌年３月３１日の１年間とする。

第６条　会　　　費        
会員は、別に定める会費及びその他の諸費用を所定の方法で納入しなければならない。

第７条　休会・退会        
何らかの事由により1ヶ月以上の期間スクールを欠席する場合休校できる。その際は原則として休校する日の2週間までにその旨を事務局
へ申請し、休校届を提出すること。本スクールを退校する場合にも、原則として退校する日の2週間前までに申し出て、退校届を提出し
なければならない。

第８条　振 替 制 度　   　
本スクールは、スクールスケジュール都合もしくは、自己都合により他のクラスに振り替えることができる。振替制度を利用する者は、
事前に必ず事務局へ連絡をしなければならない。振替制度の有効期間は休んだ日の前後６か月以内とし、６か月を過ぎた場合は振替でき
ないものとする。振替日に関しては、本スクールの全会場、曜日で定員に達していないクラスでのみとする。

第９条　通 知 義 務      
会員は住所、電話番号等必要事項の変更が生じた場合には、速やかに本スクール事務局又は、コーチに報告しなければならない。

第１０条　保　　　険      
本スクール生は入会と同時に、本スクールが指定する傷害保険に全員加入する。加入の手続きは本スクールが行う。

第１１条　負傷時処置.免責 
会員が本スクールの練習中、または試合中に負傷等した場合には、本スクールが応急処置を施す。ただし、その後の治療、通院、入院等
については、加入の傷害保険の範囲内で対応する以外は本スクールでは責任を負わない。また、本スクール内の諸規則や指導者の指示に
従わないで起きた事故、盗難等について、本スクールは賠償を負わない。

第１２条　除　　　名　　　
本スクールは、本規約に違反したり、名誉を損なう等、会員としてふさわしくないと判断された者を退校させることができる。

第１３条　休校・閉鎖  　　
本スクールは天災地変、社会情勢の変化、その他クラブ通常の継続が困難となる事由が生じた時は、無条件に休校、もしくは閉鎖するこ
とができる。

第１４条　会員遵守事項　　
会員は本規約を遵守するとともに、本スクールの指導者の指示に従うこととする。または、社会規範に反する行動をしたり、本スクール
や他の会員に迷惑をかけた者に対しては、相当期間、本スクールへの参加不許可又は、退会を指示できる。

第１５条　そ　の　他　　　
本スクールでは、スクール活動を撮影した写真・動画等をクラブ広報・報告に使用する場合があり、会員は入会時にそれを了承したもの
とする。

第１６条　発　　　効　　　
本規約は、2022年4月１日より発効する。
  
《傷　害　保　険　概　要》
通院保険金：ケガで通院の場合、通院日数1日につき1,500円
入院保険金：ケガで入院の場合、1日につき4,000円
後遺障害保険金：ケガが原因で後遺障害が生じた時、最高1,000万円
死亡保険金：ケガ等による死亡1,000万円
補償の範囲は以上の通りですが、これ以上の補償を必要とされる方は個人で保険にご加入ください。

～会則～
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